
苫
小
牧
市
高
齢
者
安
全
運
転
支
援
装

置
設
置
促
進
事
業
補
助
金
に
つ
い
て

C
市
内
在
住
の
令
和
3
年
4
月
1
日
〜
令
和
4

年
3
月
31
日
に
満
70
歳
以
上
と
な
る
運
転
免
許

証
保
有
者
で
、
市
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
方

 

補
助
対
象 

一
般
社
団
法
人
次
世
代
自
動
車
振
興

セ
ン
タ
ー
が
認
定
の
事
業
者
が
設
置
し
た
、
障

害
物
検
知
機
能
付
き
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
急
発

進
等
抑
制
装
置
お
よ
び
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
急

発
進
等
抑
制
装
置　

※
後
付
け
の
み
対
象

 
補
助
額 

補
助
対
象
経
費
の
2
分
の
1
●
障
害
物

検
知
機
能
付
き
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
急
発
進
等

抑
制
装
置
＝
上
限
2
万
円
●
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違

い
急
発
進
等
抑
制
装
置
＝
上
限
1
万
円

H
I
設
置
補
助
対
象
確
認
の
た
め
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　

市
民
生
活
課　

J
(32)

6
2
8
7　

※
詳
細
は
市
HP
で

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
の

延
長
申
請
は
お
済
み
で
す
か

本
資
格
が
3
月
31
日
で
満
了
と
な
っ
た
18
歳
以

上
20
歳
未
満
の
方
が
、
就
学
ま
た
は
未
就
労
な

ど
で
親
の
扶
養
が
続
く
場
合
、
資
格
の
延
長
申

請
が
可
能
で
す
。
対
象
者
に
は
案
内
文
を
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

 

延
長
期
間 

手
続
き
を
し
た
月
か
ら
令
和
4
年
3

月
31
日
ま
た
は
20
歳
到
達
の
月
末
（
1
日
生
ま

れ
の
方
は
前
月
末
）
の
ど
ち
ら
か
早
い
日
付

G
親
と
子
ど
も
の
健
康
保
険
証
、
子
ど
も
が
就

学
し
て
い
る
場
合
は
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生

証
（
合
格
・
入
学
証
明
書
は
不
可
）、
両
親
の

ど
ち
ら
か
が
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
を
お

持
ち
の
場
合
は
手
帳　

※
5
月
以
降
の
申
請
に

は
戸
籍
謄
本
（
両
親
の
ど
ち
ら
か
が
身
体
障
害

者
手
帳
1
・
2
級
を
お
持
ち
の
場
合
と
申
請
す

る
子
ど
も
の
他
に
資
格
を
継
続
し
て
い
る
子
ど

も
が
い
る
場
合
を
除
く
）

H
I
こ
ど
も
支
援
課　

J
(32)
6
4
1
6　

※
勇

払
・
の
ぞ
み
・
沼
ノ
端
出
張
所
で
も
申
請
可

ひ
と
り
親
家
庭
や
障
が
い
者
世
帯
に

入
学
援
助
金
を
支
給
し
ま
す

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

に
は
、
4
月
上
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

C
4
月
10
日
現
在
、
1
年
以
上
住
民
登
録
が
あ

り
、
今
年
小
・
中
学
校
に
入
学
す
る
児
童
の
い

る
世
帯
●
ひ
と
り
親
家
庭
（
父
子
・
母
子
家
庭
）

●
両
親
が
い
な
い
●
父
母
ま
た
は
入
学
す
る
児

童
が
重
度
の
障
が
い
状
態
に
あ
る
●
父
ま
た
は

母
が
1
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
●
父
ま
た
は

母
に
1
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る　

※
生
活
保

護
世
帯
、
入
学
す
る
児
童
が
施
設
や
里
親
に
預

け
ら
れ
て
い
る
世
帯
を
除
く
。
ま
た
、
所
得
お

よ
び
障
が
い
の
程
度
に
よ
る
制
限
あ
り

 

支
給
額 

1
人
あ
た
り
●
小
学
校
入
学
＝
2
万
円

●
中
学
校
入
学
＝
3
万
円

G
印
鑑
、在
学
証
明
書
、健
康
保
険
証
、預
金
通
帳
、

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
、
児
童
扶

養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
、
身
体
障

害
者
・
療
育
・
精
神
障
害
者
保
険
福
祉
手
帳

H
I
4
月
12
日
㈪
〜
30
日
㈮
に
郵
送
（
消
印
有

効
）
で　

こ
ど
も
支
援
課　

J
(32)
6
4
1
6
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